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とき（11月） ところ
７日㈫
９時～12時

アスト津４階
会議室３

７日㈫
13時30分～15時

サンデルタ香良洲１階
相談室

８日㈬
13時～16時

芸濃福祉センター１階
相談室１

20日㈪
９時～12時

市一志庁舎２階
会議室

15日㈬
13時30分～15時30分

安濃中公民館２階
研修室３

13日㈪
13時～16時

久居総合福祉会館北館２階
会議室

20日㈪
13時～16時

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

とき（11月） ところ

13日㈪
９時30分～
11時30分

久居総合福祉会館
南館２階
談話室２

８日㈬
13時～16時

芸濃福祉センター１階
相談室

16日㈭
13時～16時（受け
付けは15時まで）

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会
相談室

無料相談

健　　康

募　　集
不要になったイルミネーションの提供を
　栄町公園内の樹木をイルミネー
ションで彩ります。家庭で飾ら
なくなったイルミネーションが
あれば譲ってください。
　津駅前ストリート倶楽部担当
(　090－3385－4418)

パワーハラスメント対策支援セミナー
　職場でのいじめや嫌がらせ、
パワーハラスメントが与える影
響は、企業に大きなダメージを
与えます。パワハラ問題が起き
る前に講じておくべき予防策に
ついて、経験豊富な講師が具体
的なノウハウをお伝えします。
　11月20日(月)13時30分～16時
30分　　三重県教育文化会館第５
会議室(桜橋二丁目)　　企業の
パワハラ対策担当者(人事総務、
法務、CSRなど)、社労士、産
業カウンセラーなど　　70人
　申し込み専用サイト(https://
pawahara-seminar.jiwe.or.jp
/events/)から、またはファクス
で21世紀職業財団(　03－5844－
1670)へ
　同財団(　03－5844－1663)

ミエチュウオウ文化祭
　10月28日(土)11時～16時　　
三重中央医療センター(久居明神
町)　　市民公開講座、井上一樹
さん(元中日ドラゴンズ選手)に
よる講演など　※三重中央看護
学校祭同時開催
　同医療センター代表(　259－1211)

音楽療法＆レクリエーション
　音楽療法士の服部昌子さんを
講師に迎え、音楽療法について
楽しく学びます。
　11月11日(土)13時30分～15
時30分(受け付けは13時から)　

　久居総合福祉会館北館２階研
修室１・２　　17歳以上　　50
人　　400円
　11月６日(月)までに郵送または
ファクスで住所、参加者全員の氏名、
年齢、電話番号を久居福祉レク研
究会担当(〒510-0305 河芸町中別
保269-3 山田宛、　245－5044)へ
　同研究会担当(　090－4114－4643)

第５回 知ろう！考えよう！在宅
医療講演会
　10月28日(土)14時～15時10分
　ＪＡ三重中央ふれあいセンター
多目的ホール(一志町日置)　　
渡辺哲雄さん(日本福祉大学中央
福祉専門学校専任教員)による講
演｢認知症ストーリー・ケア～好
ましい意志を引き出すために～｣
　在宅療養支援センター(　255－
1300)

住民健康講座
　11月９日(木)14時～15時　　
久居ふるさと文学館　　小林竜
也さん(管理薬剤師)による講演
「熊本地震での活動と災害に備
えた薬の管理｣
　久居一志地区医師会(　255－3155)

薬を知る講座
　11月26日(日)10時～12時　　
津リージョンプラザ２階健康教室
　｢女性の方、特有の病気の治療
薬｣をテーマに薬剤師による薬の
効能などの解説と個人相談など
　津薬剤師会(　255－4387)

暮らしの行政困りごと相談所
　10月31日(火)10時30分～15時
30分(受け付けは15時15分まで)
　津センターパレス地下１階市
民オープンステージ　　弁護士、
税理士、行政相談委員、行政職員
などによる登記、年金、税、相続、消
費生活、交通事故、法律問題などの

相談　※弁護士、税理士による相
談(　　16人)は、10月23日(月)
８時30分から三重行政監視行政
相談センターへ予約が必要
　同センター(　227－6661)

アイヌの方々の相談電話(匿名可・
秘密厳守)Ｔ0120-771-208
　月～金曜日の９時～17時(祝・
休日、12月29日～翌年１月３日
を除く)　
　人権教育啓発推進センター(　
03－5777－1802)

11月の行政相談
　国や市などの行政に関する意
見等を、12人の行政相談委員(市
政相談員)が受け付けます。

　三重行政評価事務所(　227－6661)

人権擁護委員による人権相談
(秘密厳守)
　いじめ、虐待、プライバシー
侵害、近隣関係など
■特設人権相談所

　津人権擁護委員協議会津地区
委員会(　228－4193)
■常設人権相談所
　毎週月～金曜日８時30分～17
時15分　※祝・休日、年末年始
を除く　　津地方法務局人権擁
護課(丸之内)
　同課(　228－4193)


